
サービス管理責任者の実務経験要件について

下記の（１）～（３）のうち、いずれかに該当する者

（１） ａ及びｂの期間が通算して５年以上である者

（２） ｃの期間が通算して8年以上である者

（３） ａからｃまでの期間が通算して３年以上 かつ ｄの期間が通算して３年以上である者

実務経験年数

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

ⅴ

保険医療機関の従業者のうち、次のいずれかに該当する者

１ 社会福祉主事任用資格を有する者※1２

２ 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うため
に必要な知識及び技術を修得した者と認められる者
〔訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者等が該当（訪問介護員養成研修１級・
２級課程修了者、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修
了者、介護福祉士）　※１３　〕

３ ｄに掲げる資格を有する者並びにaのⅰからⅴまでに掲げる従事者及び従業者としての期
間が１年以上の者

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

上記（ⅰ）～（ⅴ）に掲げる者であって、下記１～４の資格を有して直接支援業務に従事した者

１ 社会福祉主事任用資格を有する者※1２

２
相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うため
に必要な知識及び技術を修得した者と認められる者〔訪問介護員２級以上に相当する研
修を修了した者等が該当（訪問介護員養成研修１級・２級課程修了者、介護職員基礎研
修修了、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護福祉士）　　※１３〕

３ 保育士※１４

４ 児童指導員任用資格者※1５、精神障害者社会復帰指導員任用資格者※1６

ｃ 8年以上
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次の国家資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間が３年以上

a 特別支援学校（進路指導及び教育相談の業務）の従業者
〔これに準ずる機関として特別支援学級が該当　※８〕
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業務の範囲 業　務　内　容

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの従業者
〔障害者雇用支援センター　※７〕

児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、
福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者
〔障害児通所支援事業　※２〕

①
相
談
支
援
の
業
務

身体上若しくは精神上の障害があること又は、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応
じ、助言、指導その他の支援を行う業務

②直接支援の業務とは

身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにそ
の者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上
のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その
他職業訓練又は職業教育に係る業務

障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第１項に規定する子会社、同法第49条第１項第
６号に規定する助成金の支給を受けた事業所の従業者

特別支援学校（職業教育の業務）の従業者
〔これに準ずる機関として特別支援学級が該当　※８〕

障害者支援施設※３、障害児入所施設※４、老人福祉施設※５、介護老人保健施設※６、保
険医療機関の療養病床の従業者

上記（ⅰ）～（ⅴ）に掲げる者であって、ｂの１～４の資格に該当せず直接支援業務に従事した者
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保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所の従業者

障害福祉サービス事業※９、障害児通所支援事業※１０、老人居宅介護等事業※１１の従事者

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士

地域生活支援事業、障害児相談支援事業※１、身体障害者相談支援事業※１、知的障害者
相談支援事業の従事者※１

参考

①相談支援の業務とは

障害者支援施設※３、障害児入所施設※４、老人福祉施設※５、精神保健福祉センター、救
護施設、更生施設、介護老人保健施設※６、地域包括支援センターの従業者

ⅵ
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※１
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※３
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※１１
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※１３

※１４

※１５

※１６
「精神障害者社会復帰指導員任用資格者」とは、高等学校卒業者で２年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事した者な
ど、精神障害者社会復帰施設の整備及び運営に関する基準第17条第３項各号のいずれかに該当する者をいう。

「保育士の資格を有して直接支援業務に従事した者」とは、②直接支援の業務(ⅰ)～（ⅴ）に該当する施設の従業者であり、障害児に対して直
接支援を行った期間のみが実務経験として認められる。よって、健常児の保育に従事した期間は実務経験として認められない。なお、市町村
が、障害児保育を行う保育所等として加配保育士の配置を認め、その保育所等で障害児を直接担当した場合（クラス担任等）は実務経験に含
まれる。

　厚生労働省告示第544号より、「障害児相談支援事業」とは、改正前の児童福祉法第6条の２第１項に規定する障害児相談支援事業、「障害
者相談支援事業」とは、改正前の身体障害者福祉法第４条の２第１項に規定する身体障害者相談支援事業、「知的障害者相談支援事業」は、
知的障害者福祉法第４条２規定する知的障害者相談支援事業をいう。

（注）

　ここで、１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり180日以上であるこ
とを言うものとする。例えば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900
日以上であることを言う。（Ｈ18.6.23　厚生労働省事務連絡）

「老人福祉施設」とは、老人福祉法第５条の３に基づく、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第94条第１項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。

　障害者雇用支援センター（改正前の平成18年９月29日告示第544号に記載）は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法
律により廃止となったが、あっせん型は障害者就業・生活支援センターに、その他は就労移行支援事業所に移行されているため、実務経験に
含める。

　実務経験となる障害児関連施設として、児童相談所の他に、障害児通所支援事業が該当する。（H18.11.2　厚生労働省Q&Aを準用)

「障害者支援施設」とは、障害者総合支援法第５条第12項より、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害
福祉サービスを（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型）行う施設をいう。

１

「社会福祉主事任用資格を有する者」とは、社会福祉士の資格を有する者、又は大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する
科目を修めて卒業した者など、社会福祉法第19条第１項の各号のいずれかに該当する者をいう。

「児童指導員任用資格者」とは、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者、小学校、中学校、高等学校の教諭の資格を持つ者、大
学の学部で心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を修めて卒業した者、大学院で心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科を
修めて卒業した者、児童福祉事業に従事した者（高校卒業２年以上、その他３年以上）など、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第４
３条各号のいずれかに該当する者をいう。

　H18年６月26日主管課長会議資料の参考１「サービス管理責任者の実務経験」に、訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者等と記
載されている。また、介護保険法施行規則の一部改正に伴い研修の課程が見直され、平成25年4月１日より、介護員養成研修課程（介護職員
基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程、2級課程及び3級課程）（以下、「旧課程」という。）は、「介護職員初任者研修課程」へ一元化さ
れたたが、平成24年3月28日老振発0328第9号「介護員養成研修の取扱細則について」６（１）より、旧課程を修了している者については、すべ
て介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取り扱うこととされ、同じく６（３）・（６）より、看護師等の資格を有する者につい
ては、施行までの間は改正前の介護保険法施行規則第２２条の２３第１項に規定する一級課程修了相当とみなして引き続き業務に従事するこ
とが可能であり、施行後は介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして、引き続き業務に従事することが可能である。

２ 　国家資格等による業務に３年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が３年以上となっているが、国家資格等
による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合はどちらとしてもカウントしてよい。例えば、
国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、６年以上の実務経験ではなく、３年以上の実務経験で良いことになる。（Ｈ18.6.23　厚生
労働省事務連絡、H29.3.29改正告示)

　特別支援学校（職業教育の業務）の従業者これに準ずる機関は、H18年６月26日主管課長会議資料の参考１「サービス管理責任者の実務
経験」に、特別支援教育における進路相談・教育相談に従事するものと記載されていることから、特別支援学級を該当とする。

「障害福祉サービス」とは、障害者総合支援法第５条第１項に基づく、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、
短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護（平成２６年４月から共同生活援助（グループホーム）に一元化）、施設入所支援、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービスを行う事業をいう。

「障害児通所支援事業」とは、児童福祉法第６条の２に基づく、障害児通所支援を行う事業をいう。「障害児通所支援」とは、児童発達支援、医
療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。

「老人居宅介護等事業」とは、老人福祉法第10条の４第１項第１号の措置に係る者又は、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく
訪問介護に係る居宅介護サービス費、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防
サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営
むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。

「障害児入所支援」とは、児童福祉法第６条の２に基づく、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる
保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児
童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し行われる治療をいう。


